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独立行政法人等における障害者等への配慮に関する実態調査
《調査結果に基づく改善通知》

】

北海道管区行政評価局では、障害者等への配慮を推進する観点から、独立行政法人等における障害者等
に配慮した施設・設備の整備状況及び職員の対応に係る取組の実施状況について調査し、その結果を取り
まとめ、必要な改善措置について、8独立行政法人等の17機関に通知しましたので、公表します。

本件照会先
担 当 ： 北海道管区行政評価局 評価監視部第一評価監視官 髙橋（たかはし）
電 話 ： 011-709-2311（内線3142）／ 011-709-1806（直通）
ＦＡＸ ： 011-709-1843
メール ： hkd11@soumu.go.jp

本報道資料は、北海道管区行政評価局のホームページに掲載しています
https://www.soumu.go.jp/kanku/hokkaido/setumei_a.html



独立行政法人等における障害者等への配慮に関する実態調査（概要）
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（

（

背 景 等

■

■

■

■

■

■

改善通知日：令和２年12月24日
改善通知先：8独立行政法人等の17機関

☞資料集P1
■ 不特定多数の者等が利用する建築物の所有者等は、バリアフリー法（注1）に基づき、当該建築物が
一定規模以上の場合は段差の解消や視覚障害者誘導用ブロックの敷設等を行うことが義務、一定規模
未満又は同法施行前の建築物の場合はこれらが努力義務

■ また、独立行政法人等は、障害者差別解消法（注2）に基づき、合理的配慮（注3）を行うことが義務

■ 北海道内に事務所が所在し、当該建築物を有する独立行政法人等のうち8法人17機関を対象に、
障害者等に配慮した施設・設備の整備状況及び職員の対応に係る取組の実施状況を調査
なお、本調査は、「国の行政機関における障害者への配慮等に関する実態調査」（平成29年4月総

務省北海道管区行政評価局）に続き実施したもの

注1） バリアフリー法（高齢者、障害者等の移動等の円
滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号））

注2） 障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消
の推進に関する法律（平成25年法律第65号））

注3） 行政機関等及び事業者が、障害者から社会の中に
あるバリアを取り除くために何らかの対応を必要と
しているとの意思が伝えられたときに、負担が重す
ぎない範囲で対応すること。
例：段差がある場合にスロープなどを使って、車椅

子使用者を補助する。

主な調査結果
障害者等に
配慮した施
設・設備の
整備状況

施設・設備がバリアフリー法で定められた基準等に適合
等していないものが17機関（全機関）

主な改善通知
同基準等を踏まえた施設・設備の自主的

な点検の実施及び改善 等
改善が困難な場合、職員による介助等の

実施

障害者等に
配慮した職
員の対応に
係る取組の
実施状況

■ 職員による介助を想定しながら、インターホンの手前に
障害物が置かれているなど、合理的配慮を的確に行うため
の環境の整備が不十分なもの等が11機関

■ ホームページで、施設・設備のバリアフリー情報（注1）が
未提供のもの等が15機関

■ 補助犬（注2）の受入れのための取組が未実施のものが9機関
（注1）車椅子使用者用の便房や駐車施設の有無など障害者等が円滑に利用するために必要となる情報
（注2）身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬及び介助犬）

合理的配慮を提供する趣旨や必要性を職
員に啓発、合理的配慮を的確に行うための
環境の整備・改善 等

障害者等の利用に配慮したバリアフリー
情報の提供方法や内容について検討 等

補助犬を受け入れる旨の職員への周知 等
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１ 障害者等に配慮した施設・設備の整備状況 結果報告書 Ｐ2～99

■

■

■

■

■

■

制 度 の 概 要
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物（特別特定建築物）の所有者等は、バリアフリー法に基づき、ⅰ）当該建

築物が一定規模以上の場合は同法施行令に定める建築物移動等円滑化基準に適合させることが義務、ⅱ）当該建築物が一定規模未満又は同法施行前の建築物
の場合は適合させるために必要な措置を講ずることが努力義務
建築物移動等円滑化基準では、ⅰ）経路上の段差の解消、ⅱ）視覚障害者誘導用ブロックの適切な敷設、ⅲ）車椅子使用者用の便房及び駐車施設の設置な

どを規定。また、国土交通省は、建築設計標準（注）を作成し、バリアフリー設計の考え方や具体的な実現方法等を解説
（注） 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準（平成29年3月31日国土交通省住宅局建築指導課作成）

調 査 結 果
施設・設備が建築物移動等円滑化基準・建築設計標準に適合等していない

（17機関（全機関）・71事例）事例の概要
■

■

■

（注）( ）内の機関数は重複あり
例えば…
◆ 出入口の扉が、車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造となっていない
ものなど（7機関・7事例） ☞資料集P2

◆ 視覚障害者誘導用ブロックが全く敷設されていないものなど
（15機関・16事例） ☞資料集P3

◆ 車椅子使用者用便房やオストメイト（注）対応の設備が設けられていないものな
ど（14機関・26事例） （注）人工肛門、人工膀胱を造設した者 ☞資料集P4

◆ 車椅子使用者用駐車施設が設けられていないものなど（4機関・5事例）
☞資料集P5

◆ その他（階段、エレベーターなど）（17事例） ☞資料集P6～7

適合等していない理由は…
基準等の内容を承知していなかった、理解して

いなかった
上部機関から示された施設・設備の点検項目に

なく、状況を把握していなかった など

施設の構造等の制約により改善が困難な場合は…

玄関前に階段があるため、携帯用スロープを配
備し、車椅子使用者等の来訪時に職員が介助を行
う取組もあり

関係機関に対する改善通知
建築物移動等円滑化基準等についての理解を深めるとともに、施設・設備の自主的な点検を実施すること
自主的な点検の結果、同基準等に適合していない等の状況がみられた施設・設備についてはその改善を図ること
施設・設備の構造等の制約により改善が困難な場合は、職員による介助等を行うこと 等
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２ 障害者等に配慮した職員の対応に係る取組の実施状況
⑴ 合理的配慮の提供のための取組の実施状況

■
■

■

結果報告書 Ｐ100～108,113,115～138

制 度 の 概 要
独立行政法人等は、障害者差別解消法に基づき、合理的配慮の提供と、職員が適切に対応するために必要な要領（対応要領）を定めることが義務
障害者差別解消法に基づく基本方針（注）では、ⅰ）差別禁止を確実なものとするため、相談窓口の明確化、職員の研修・啓発の機会の確保等を徹底するこ

とが重要、ⅱ）事前的改善措置（介助者等の人的支援、障害者による円滑な情報・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上等）については、合理的
配慮を的確に行うための環境の整備として実施に努めること、などと明記 （注）障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（平成27年2月24日閣議決定）

調 査 結 果
合理的配慮を的確に行うための環境の整備が不十分 等（11機関）

合理的配慮を的確に行うための環境の整備状況

■ 施設・設備の制約から生ずる障壁を解消するために、職員による
介助を想定しながら、合理的配慮を的確に行うための環境の整備が
不十分（6機関・6事例）

例えば…
◆ 職員呼出し用のインターホンの手前に障害物が置かれているた
め、車椅子使用者等がインターホンを円滑に利用することができ
ない

◆ 視覚障害者等のために設置している職員呼出し用のインターホ
ンに点字表示がない

☞資料集P8

合理的配慮の提供体制

■

■

■

（注）( ）内の機関数は重複あり

対応要領を職員に周知していない（2機関）

対応要領で定められた研修を全く実施していない（3機関）

ホームページに掲載された、障害者差別に関する相談窓口の連
絡先が住所と電話番号のみであり、聴覚障害者等がFAX又は電子
メールで相談しようとする場合に連絡先を入手できない（3機関）

職員の啓発のための取組
一方…
■ 独自に障害者対応マニュアルを作成し、職員
の啓発に活用している例もあり

関係機関に対する改善通知
■ 合理的配慮を提供する趣旨や必要性について、対応要領等の周知、研修等の機会を活用して関係する職員に啓発を実施する
とともに、合理的配慮を的確に行うための環境の整備・改善を図ること（注）

■ 多様な相談受付方法について検討を行った上で、ホームページで情報提供すること
（注）「１ 障害者等に配慮した施設・設備の整備状況」において、施設・設備が建築物移動等円滑化基準等に適合等していない状況が全17機関でみられたことを踏まえ、職員による介助等を行うこと

が求められる場合に適切に対応することができるよう、本事項については、環境の整備が不十分であること等がみられた11機関のみでなく全機関を対象としている。 3



⑵ 障害者等への配慮に係る情報の提供状況

■

■

結果報告書 Ｐ108～110,113,139～142

制 度 の 概 要
■ 建築物移動等円滑化基準への適合が義務である建築主等は、バリアフリー法に基づき、バリアフリー情報
を提供することが努力義務

■ 上記以外の建築主等についても、バリアフリー法に基づく基本方針（注）では、バリアフリー情報の提供が
望ましいと明記

■ また、同基本方針では、障害者等が必要な情報を事前に把握できるよう、インターネット等で提供するこ
とが望ましいと明記

（注） 移動等円滑化の促進に関する基本方針（平成23年国家公安委員会・総務省・国土交通省告示第1号） バリアフリー情報の提供例

調 査 結 果
ホームページでのバリアフリー情報が未提供 等（15機関）

事例の概要

■ ホームページで施設・設備のバリアフリー情報を提供していない（10機関）
■ ホームページでバリアフリー情報を提供しているものの、内容が不正確 等（5機関）
例えば…
◆ オストメイト対応の設備を設けているが、ホームページのバリアフリー情報では、その旨を情報提供していない など

関係機関に対する改善通知

障害者等の利用に配慮したバリアフリー情報の提供方法や内容について検討を行った上で、より適切かつ分かりやすく
情報を提供すること
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⑶ 補助犬の受入れに係る取組の実施状況

■

■

■

■

■

結果報告書 Ｐ110～114,143～149

制 度 の 概 要

独立行政法人等は、身体障害者補助犬法（平成14年法律第49号）に基づき、施設への身体障害者補助犬の受入
れが義務

厚生労働省は、医療機関向けに、補助犬の円滑な受入れのための手引き（注）を作成・公表
加えて、同省は、啓発ステッカーや啓発ポスターも公表

（注） 身体障害者補助犬ユーザーの受け入れを円滑にするために～医療機関に考慮していただきたいこと～
（平成25年6月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部）

「啓発ステッカー」

調 査 結 果
補助犬の受入れのための取組が未実施（９機関）

事例の概要
■ 補助犬を受け入れる旨の職員への周知や啓発ステッカー等の掲示等が未実施（9機関）
このうち、医療機関では…

■ 補助犬の受入れについて、
ⅰ）厚生労働省の手引きを承知しておらず、受入体制を整備できていない、ⅱ）どのように対応すべきか分からない、とする意見もあり

関係機関に対する改善通知

補助犬を受け入れる旨の職員への周知、啓発ステッカー等による来訪者への啓発を実施すること
医療機関においては、受入体制の整備に当たり、厚生労働省の手引きを活用すること
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